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資料編 

１ 町田市の基本データ 

（１）町田市の概況 

南多摩保健医療圏と町田市 

町田市は、東京都多摩地域の南部に位置し、神奈川県へ半島状に入りこんだ形状の丘陵都

市です。東京都心から 30～40km、横浜中心部から 20～30km 圏に位置しています。市域

は、北部で八王子市、多摩市と隣接していますが、東、西及び南部は川崎市、相模原市、横浜市、

大和市と隣接し、神奈川県と隣接する距離が長くなっています。 

東京都は、『東京都保健医療計画（平成 30 年 3 月改定）』において、住民の日常生活行動の

状況、交通事情、保健医療関係の既存の地域ブロック、保健医療資源の分布等圏域設定に必

要な要素を総合的に勘案の上、複数の市町村を単位とする二次保健医療圏を設定しています。

町田市は、八王子市、日野市、多摩市及び稲城市とともに、「南多摩保健医療圏」に属していま

す。 

二次保健医療圏は、原則として特殊な医療を除く一般の医療ニーズに対応するために設定す

る区域で、医療機関の機能連携に基づく医療サービスと広域的、専門的な保健サービスを提供

する単位となっています。 

町田市は、「南多摩保健医療圏」にあって、一次保健医療圏として、町田市民の日常生活を支

える健康相談、健康管理、疾病予防や頻度の高い一般的な傷病の治療など、市民に密着した保

健医療サービスを、福祉サービスと一体となって、総合的に、かつ、継続的に提供しています。 

 

 

  

南多摩保健医療圏及び医療機関 

相互の連携が強い近隣市 
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（２）医療資源の状況 

①医療施設数 

町田市の医療施設は、20２２年度では病院が２０施設、診療所が３４４施設、歯科診

療所が２３８施設で、2019 年度と比較して、病院は１施設増加、診療所は 3 施設増加、

歯科診療所は、5 施設増加となっています。 
 

表①-1 市内医療施設数 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町田市 

 

 

②救急医療 

表②-1 夜間や休日等の町田市の救急医療体制 

  

 

  

 

 

 

 

  

区分 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

施設数（施設） 1,126 1,141 1,153 1,155 

 病院 19 20 20 20 

診療所 341 338 342 344 

歯科診療所 233 237 240 238 

助産所 4 6 7 7 

施術所 355 362 365 366 

薬局 174 178 179 180 

区分 施設形態

救急病院による
休日救急診療

輪番

当番医による
休日急病診療

輪番

日中帯

準夜帯

休日応急
歯科診療所

固定 歯科1か所 日曜・祝日・年末年始 午前9時～午後５時

内科系３か所 日曜・祝日・年末年始 午前9時～午後5時

休日・準夜急患
こどもクリニック

固定 小児科1か所
日曜・祝日・年末年始 午前9時～午後５時

365日 午後７時～午後10時

救急当番病院による
平日・土曜日時間外救急診療

輪番 内科系１か所
平日（年末年始除く） 午後7時～翌日午前8時

土曜日（祝日・年末年始除く） 午後１時～翌日午前8時

診療科目・開設数
（１日あたり）

診療日 診療時間

内科系１か所
外科系２か所

日曜・祝日・年末年始 午前9時～翌日午前9時
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表②-2 休祝日、夜間等救急診療施設数等（輪番制） 

   

 

 

表②-3 休日・準夜急患こどもクリニックでの診療状況 

表②-1～3 資料：町田市 

 

 

 

 

  

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

救急病院による
休日救急診療

219 228 216 216 216

救急当番病院による
平日・土曜日時間外救急診療

292 290 293 293 293

当番医による
休日急病診療

219 228 216 211 214

救急病院による
休日救急診療

8,370 7,583 4,668 4,669 4,553

救急当番病院による
平日・土曜日時間外救急診療

3,432 3,297 2,242 2,294 2,415

当番医による
休日急病診療

6,432 6,262 2,442 3,079 4,359

医
療
機
関
数

(

件

)

患
者
数

(

人

)

区　分

（単位：人）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

日中帯 4,629 4,251 1,027 1,598 1,848

準夜帯 5,378 5,109 1,450 2,270 2,527

合計 10,007 9,360 2,477 3,868 4,375

日中帯 68 64 37 37 24

準夜帯 168 143 36 62 69

合計 236 207 73 99 93

患者数

二次救急医療機関
紹介人数

区分
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（３）保健医療の状況 

①－1 母子保健 

乳幼児の健康増進、疾病の早期発見と保護者への育児支援のため、対象者には個別

通知を行い、身体発育・精神発達の重要な時期に健康診査を実施しています。１歳６か

月児健康診査、３歳児健康診査は、同時に歯科健康診査も実施しています。 

また、妊産婦とその夫を対象とした「プレママ・パパクラス（母親・両親学級）」や、多胎

児を育てている親とこれから多胎児を出産予定の親を対象とした「多胎児の会」を実施

しています。その他、母子の健康を守ることを目的に、乳幼児の「身長・体重測定」、「保

育相談、栄養相談」と「産後の母体の相談」、「歯と口腔の相談」等を定期的に実施して

います。 

 

  
 資料：町田市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020年度 2021年度 2022年度

3～4か月児健診（％） 93.8 97.7 98.3

1歳6か月児健診（％） 96.7 94.1 94.5

3歳児健診（％） 89.4 95.4 93.9

93.8 

97.7 98.3 96.7 

94.1 

94.5 

89.4 

95.4 

93.9 

85

90

95

100

グラフ①-1 乳幼児健康診査受診率の推移
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〈町田市母子保健包括支援サービス〉 

時  期 事業名 内容 

妊
娠
し
た
ら 

妊娠 しっかりサポート面接 

 

妊娠中や産後についてのお話をし、出産・育児の

準備をアドバイス。 

妊婦歯科口腔健康診査 指定医療機関にて母子手帳と共に配布する無料

クーポンで受診。 

そらまめの会 

（多胎児の会） 

双子、三つ子を子育て中、これから出産予定の方

の交流の場。 

プレママ・パパクラス 両親学級 

赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
ら 

出産 こんにちは赤ちゃん訪問 出生通知票に基づき、赤ちゃんが生まれたすべて

のご家庭へ、保健師・助産師・看護師が訪問。 

新生児聴覚検査 生後すぐ入院中に受診。費用一部助成あり。 

生後 1か月 産後ケア事業 支援を受けられない産後 3か月未満の赤ちゃん

とお母さんのケアを宿泊型と日帰り型で実施。 

2か月 予防接種 生後 1か月になる月の末に個別通知。指定医療

機関で接種。 

3か月 3～4か月児健診 

（集団） 

生後３か月になる月に通知が届き、お近くの健診

会場で実施。 

4か月 離乳食講習会（予約制） 離乳食の進め方の講習 

初期（4～6か月児） 

後期（8～10か月児） 

5か月   

6か月 6～7か月児健診 

（個別） 

健診は、指定医療機関で実施。５か月になる月に

通知送付。 

～ 

9か月 9～10か月児健診 

（個別） 

健診は、指定医療機関で実施。５か月になる月に

通知送付。 

～ 

１歳 6か月 １歳 6か月児健診・歯科

健診 

歯科健診は集団健診、医科健診は指定医療機関

で実施。1歳５か月になる月に通知送付。 

幼児食講習会（予約制） 1歳 6か月～２歳 0か月児の栄養と食生活の講

習。 

２歳 ２歳児歯科健診（集団） ２歳になる月か翌月に通知送付。 

３歳 3歳児健診・歯科健診

（集団） 

３歳になる月に通知送付。 

 

そ
の
他 

乳幼児・母性相談 生後 2か月～就学前の児の身長・体重測定、育児相談、栄

養相談、歯科相談、母乳相談など。 

母性保健相談・母乳育児相談 助産師による女性の体や母乳の相談、乳房マッサージ。 
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①－2 定期予防接種 

予防接種法に基づき、生後３か月から７歳６か月未満の乳幼児や、小学生から高校生

等を対象に、感染症の予防及びまん延の防止を図るため、定期予防接種を実施してい

ます。 

資料：町田市 

 

  

ヒブ

小児用

肺炎球

菌

B型肝

炎

四種混

合

ロタ

リック

ス

ロタ

テック
MR 水痘

日本脳

炎

二種混

合
BCG

HPV

(定期)

2019年度 100.9 102.4 100.7 103.5 97.5 100.7 93.3 77.2 98.7 4.1

2020年度 102.4 101.7 101.4 103.3 62.6 24.3 96.3 102.6 95.6 82.5 99.8 15.3

2021年度 97.3 97.3 97.6 100.2 69.2 26.2 96.8 98.5 61.7 77.2 100 20.5

2022年度 100.8 100.8 100.6 101.2 71.9 26.3 97.3 97.6 111.8 74.5 97.7 10.7

0

20

40

60

80

100

120

グラフ①-2 定期予防接種 接種率
（％）
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② 健康づくり推進員活動  

「自分の健康は自分で守り育てる」という意識の啓発と支援、みんなで支えあう健康づ

くりの推進、健康で楽しく暮らすことのできるまちづくりの推進を通じて、市民の健康づく

り活動の推進を図っています。年間を通じたさまざまな活動を各地域において行ってい

ます。 

 

表②-1 健康づくり推進員人数及び地区健康のつどいの状況 

    
資料：町田市 

 

※町トレとは、地域で定期的・継続的に介護予防に取り組むための町田市オリジナルの

トレーニングです。体力に自信のある方から少し自信がない方まで、どなたでも行えま

す。 

 

年度 地区別
健康づくり
推進員人数

各団体での
健康づくり活動

実施回数
延べ参加者数 主な活動内容

町田 51

南 43

鶴川 35

忠生 28

小山 11

相原 15

町田 42

南 39

鶴川 33

忠生 21

小山 11

相原 11

町田 42

南 39

鶴川 31

忠生 32

小山 9

相原 12

2020

2021

2022

95 10,145

町トレ（※）
ラジオ体操
ボッチャ
グランドゴルフ

26 6,426

13,824176

町トレ（※）
ボッチャ
健康チェック

町トレ（※）
ラジオ体操
ボッチャ
グランドゴルフ
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③ 精神保健 

市では、保健師が面接及び電話による相談を随時受けています。未治療・医療中断

や児童・高齢者虐待、思春期相談など専門的な相談が多くあります。 

また、障がい福祉部門では、社会復帰や福祉サービスの活用に伴う相談を受けてい

ます。 

 

表③-１ 保健師による精神保健福祉相談・訪問指導状況（障がい福祉部門の件数を除く） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：町田市  

2020 4,878 99 142 114 0 413 405 3,705

2021 4,837 183 104 124 17 640 472 3,397

2022 4,251 127 53 151 44 366 354 3,213

年度

内訳

精神保健福祉相談（訪問以外の面接・電話等）

延
べ
人
員

社
会
復
帰

老
人
精
神
保
健

ア
ル
コ
ー

ル

薬
物
依
存

児
童
・
思
春
期

心
の
健
康
づ
く
り

一
般
精
神
保
健

2020 3,570 49 138 160 0 136 101 2,986

2021 4,024 117 76 72 14 445 115 3,185

2022 5,113 142 70 76 34 288 171 4,332

一
般
精
神
保
健

精神保健福祉相談（関係機関連絡等）

延
べ
人
員

社
会
復
帰

老
人
精
神
保
健

ア
ル
コ
ー

ル

薬
物
依
存

児
童
・
思
春
期

心
の
健
康
づ
く
り

年度

内訳

2020 611 949 11 16 44 0 73 73 732

2021 339 852 26 13 18 0 87 98 610

2022 476 911 14 41 6 11 93 52 694

薬
物
依
存

児
童
・
思
春
期

心
の
健
康
づ
く
り

一
般
精
神
保
健

実
人
員

延
べ
人
員

社
会
復
帰

老
人
精
神
保
健

ア
ル
コ
ー

ル

年度

内訳

精神保健福祉訪問指導
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④ 難病 

「難病」とは、その原因が不明であり、治療法が未確立で、希少かつ長期の療養生活

が必要となり、患者や家族の心理的・経済的負担が非常に大きい疾病のことです。難病

については、指定難病を対象に医療費助成を行っています。 

市では、神経難病疾患を中心に保健師が家庭訪問や電話、面接により、難病療養患

者や家族の方の療養上の問題や介護の不安などの相談を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：町田市 

 

  

3,903

4,217 4,171

指定難病疾患数 333 333 338

617
700

1,490

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2019年度 2020年度 2021年度

特殊疾病認定患者数 保健師による相談・訪問指導件数

（人） （件）

グラフ④-1 特殊疾病認定患者数及び保健師による相談・訪問指導件数の推移
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⑤ 歯科保健 

う蝕（むし歯）や歯周疾患等の予防と早期発見・早期治療を目的に歯科健康診査を実

施しており、1 歳 6 か月児と 2 歳児には歯質の強化を目的としたフッ素塗布等の予防処

置を実施しています。 

離乳食講習会後期や、保育園と連携した、子育て広場、園児むし歯予防教室等を通

して歯科健康教育、歯ブラシ指導、歯科保健指導等を実施しています。 

また、オーラルフレイル予防のための『口トレ動画』を作成し、高齢者自主グループなど

に出向き、高齢者歯科口腔機能健診の受診推奨とともに普及啓発を行っています。 

 

表⑤-1 歯科健康教育等参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表⑤-1 グラフ⑤-2 資料：町田市     

     2020 年度 2021 年度 2022 年度 

むし歯予防教室 58     

園児むし歯予防教室 2,861 2,584 3,755 

小・中学校向け 
歯科保健指導 

114 140 120 

子育てひろば 
育児講座 

61 83 41 

離乳食講習会（後期） 88 120 119 

プレママ・パパクラス 106 90 104 

からだ測定会 20 13 65 

障がい者歯科保健訪問指導 67 87 70 

高齢者自主グループ 
健康教育 

  122 90 

ふれあい館 健康講座      243 

1,224 
1,083 

1,327 

354

511 525

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2020年度 2021年度 2022年度

成人歯科口腔健康診査（18歳から70歳までの市民が対象）

高齢者歯科口腔機能健診（71歳以上の市民が対象）

（人） 
グラフ⑤-2 歯科口腔健康診査受診者

数 
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⑥ 感染症等 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、感染症の予

防及びまん延防止のため、予防活動や発生時の調査・保健指導・健康診断等を行って

います。 

 

     

 

   

 

  

53 

72 

51 

12 

7 8 
3 

11 9 

30 

17 

28 
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2020年度 2021年度 2022年度

（人）
※ 新型コロナ感染症（二類相当）を除く

⑥-1 感染症発症届出件数

二類（人） 三類（人） 四類（人） 五類（人）

2,123 

28,783 

59,849 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2020年度 2021年度 2022年度

（人） ※ 新型コロナウイルス感染症（二類相当）のみ

⑥-２ 感染症発症届出件数

新型コロナウイルス感染症（二類相当）
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グラフ⑥-1～5 資料：町田市 
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（人） グラフ⑥-3 結核登録者 ※ １月～１２月で集計

登録者総数 喀痰塗抹陽性 潜在性結核感染症
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（％） グラフ⑥-4 結核人口10万人対り患率
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２ 町田市民の保健医療意識調査 調査結果（抜粋） 

 

（1）概要 

調査の目的 本計画の策定に向け、市民の健康や医療に対する意識、意見等を調査す

ることにより、現状を把握し、新たな政策課題の抽出を行うこと。 

調査対象 住民基本台帳をもとに無作為抽出した、市内在住の 2022 年 4 月 1 日時

点で 0 歳から 5 歳までの未就学児の保護者 1,000 人、6 歳から 17 歳ま

での青少年の保護者 1,000 人、18 歳から 79 歳までの成人 3,000 人。 

調査期間 2022 年 8 月 5 日（金）～2022 年 8 月 31 日（水） 

調査方法 【配布】郵送    【回収】郵送、ＷＥＢ 

 

  〈回収状況〉 

（※）成人：2016 年度調査時の配布数は 1,500 通。 

 

 

（2）結果（抜粋） 

①調査結果の表示方法  

・調査結果の比率は、その設問の回答者を基数として、小数点以下第２位を四捨五入して 

算出しています。そのため、合計が 100％にならない場合があります。 

・複数回答形式の各項目の回答の合計を足し上げた場合、回答者数を上回るため、回答比

率の合計が 100％を超えることがあります。 

・図表中の「ｎ」とは、当該設問の対象となる人数を表します。そのため、回答すべき対象者

の絞り込みを行っている場合には、アンケートの回収数と「ｎ」の数値は異なる場合などがあ

ります。 

・選択肢の語句が長い場合、省略した表現を用いることがあります。 

・特定の選択肢を選んだ方だけに質問するなどの質問の流れによっては、質問の回答者数

が少なくなる場合があります。 

・クロス集計の場合、縦軸では無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計

と単純集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数

項目の回答を組み合わせて集計することで、その相互の関係を明らかにするための集計方

法です。  

区分 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

配布数 郵送 

回答数 

WEB 

回答数 

総回答数 

(Ｂ＋Ｃ) 

全体回収率 

(Ｄ／Ａ) 

前回 

回収率 

前回比 

成人（※） 3,000通 952通 392通 1,344通 44.8％ 49.0％ ▲4.2% 

青少年保護者 1,000通 286通 298通 584通 58.4％ 57.9％ ＋0.5% 

未就学児保護者 1,000通 339通 279通 618通 61.8％ 61.1％ ＋0.7% 

総計 5,000通 1,577通 969通 2,546通 50.9％ 55.0％ ▲4.1% 
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②成人  

ア．身長と体重（BMI）  

「18.5～25 未満（標準）」の割

合が 66.5％と最も高く、次い

で「25～30 未満（肥満１度）」

が 16.7％、「18.5 未満（低体

重）」が 10.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

イ．身体活動・運動  

【普段の身体活動】 

「生活の大部分が座った状態

だが、仕事や家事、学業で移動

や立った状態での作業等を行

っている」の割合が 66.7％と

最も高くなっています。 

 

 

 

【健康のため意識的に身体活動・運動を行っているか】 

「 行 っ て い な い 」 の 割 合 が

49.8％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【週当たりの運動頻度】 

「週に 3 回以上」の割合が

42.6％と最も高くなっていま

す。 

※健康のため意識的に身体 

活動・運動を行っている人に  

伺いました｡  

 

 

 

10.0％ 66.5％ 16.7％

3.1％ 0.6％
0.2％

2.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

18.5未満 18.5～25未満 25～30未満 30～35未満

35～40未満 40以上 無回答

 

12.4％ 66.7％ 19.6％ 1.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

生活の大部分が座った状態で、外出は車を使用し、階段等もあまり使わない静的な活動が中心

生活の大部分が座った状態だが、仕事や家事、学業で移動や立った状態での作業等を行っている

移動や立っている時間が長い、あるいは、余暇における活発な運動習慣を持っている

無回答

12.4％ 66.7％ 19.6％ 1.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年（n=1,344）

生活の大部分が座った状態で、外出は車を使用し、階段等もあまり使わない静的な活動が中心

生活の大部分が座った状態だが、仕事や家事、学業で移動や立った状態での作業等を行っている

移動や立っている時間が長い、あるいは、余暇における活発な運動習慣を持っている

無回答

49.0％ 49.8％ 1.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

行っている 行っていない 無回答

23.2％ 24.3％ 42.6％ 9.1％ 0.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=659）

週に１回 週に２回 週に３回以上 その他 無回答

BMI とは、WHO で定めた肥満判定の国際基準です。 
「体重（㎏）÷（身長（m）×身長（m））」で求められます。 
 

18.5 未満 ： 低体重 
18.5 以上 25.0 未満 ： 標準 
２５.０以上 30.0 未満 ： 肥満 1 度 
30.０以上 35.0 未満 ： 肥満 2 度 
35.０以上 40.0 未満 ： 肥満 3 度 
40.０以上 ： 肥満 4 度 
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【1 日あたりの歩数（平均）】 

「2,000～4,000 歩未満」

の割合が最も高く 18.2％

で、次いで「4,000～6,000

歩未満」が 17.3％となって

います。 

 

 

【コロナ禍による影響】 

すべての項目で「変わらない」の割合が最も高くなっています。 

個別の項目でみると、「良い」方の変化の割合が最も高いのは、「健康に関する意識」で「増えた

（高くなった、良くなった）」が 39.3％となっています。 

一方、「悪い」方の変化の割合が最も高いのは、「運動量の変化」で、「減った（低くなった、悪くなっ

た）」が 35.2％となっています。また、「精神的な変化」では「悪くなった」の割合は 27.2％となっ

ています。 

 

 

  

 

 

9.5％ 9.5％ 18.2％ 17.3％ 12.7％ 8.9％

6.1％

16.9％ 0.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

1,000歩未満 1,000～2,000歩未満 2,000～4,000歩未満

4,000～6,000歩未満 6,000～8,000歩未満 8,000～10,000歩未満

10,000歩以上 わからない、歩数計はない 無回答

8.6％

23.2％

39.3％

7.1％

5.7％

55.5％

61.8％

56.5％

71.7％

65.5％

35.2％

13.1％

3.5％

20.4％

27.2％

0.7％

1.9％

0.7％

0.8％

1.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 運動量の変化

イ 体重の変化

ウ 健康に関する意識

エ 身体的な変化

オ 精神的な変化

増えた(高くなった、良くなった） 変わらない

減った（低くなった、悪くなった） 無回答

(n=1,344)
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ウ．食生活  

【「食育」という言葉やその意味を知っているか】 

「言葉も意味も知っていた」の

割合が 63.1％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

【食育への関心】 

「どちらかといえば関心があ

る」の割合が 49.1％と最も高

くなっています。 

 

 

 

 

【朝食を食べるかどうか】 

「ほとんど毎日食べる」の割合

が 78.0％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

【主食・主菜・副菜を 3 つそろえて食べる頻度】 

「 ほ と ん ど 毎 日 」 の 割 合 が

47.5％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

【普段の食事で野菜料理をどれくらい食べているか】 

「まったく食べない」の割合は、 

朝食で最も高くなっています。 

野菜料理を最も多くとる食事は、 

「夕食」となっています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
30.5％

31.0％

11.5％

18.2％

31.6％

25.9％

9.2％

16.4％

38.6％

3.5％

4.6％

20.2％

35.3％

13.8％

2.5％

3.3％

2.6％

1.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 朝食

イ 昼食

ウ 夕食

つけ合わせ程度 小鉢１つ程度 小鉢２つ程度

小鉢３つ程度 まったく食べない 無回答

（n＝1,344）

63.1％ 27.2％ 8.6％
1.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

言葉も意味も知っていた 言葉は知っていたが、意味は知らなかった

言葉も意味も知らなかった 無回答

27.9％ 49.1％ 15.5％

6.5％

1.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

無回答

78.0％ 4.6％

5.3％

11.2％ 0.9％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

ほとんど毎日食べる 週に４～５日食べる 週に２～３日食べる

ほとんど食べない 無回答

47.5％ 18.1％ 18.9％ 14.1％

1.3％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日

ほとんどない 無回答
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【食品購入時の栄養成分表示の参考状況】 

「ときどき参考にしている」の割

合が 35.4％と最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

エ．こころの健康・休養  

【日常生活で悩みやストレスの有無】 

「ある」の割合が 65.9％と高く

なっています。 

 

 

 

 

【ストレスを上手に解消しているか】 

「どちらとも言えない」の割合

が 43.8％と最も高く、次いで

「している」が 41.2%と高くな

っています。 

 

 

【からだ・こころの健康状態】 

「おおむね健康である」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【睡眠で休養が充分とれているか】 

「おおむねとれている」の割合

が 53.8％と最も高くなって

います。 

 

 

  

 

 

 

 

18.9％

21.3％

61.8％

57.1％

15.0％

15.3％

3.6％

4.8％

0.7％

1.5％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア からだの健康状態

イ こころの健康状態

健康である おおむね健康である あまり健康ではない

健康ではない 無回答

（n＝1,344）

 

13.7％ 35.4％ 29.2％ 20.0％

0.6％

1.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

よく参考にしている ときどき参考にしている

あまり参考にしていない まったく参考にしていない

表示があることを知らなかった 無回答

65.9％ 33.3％ 0.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

ある ない 無回答

41.2％ 14.1％ 43.8％ 1.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

している していない どちらとも言えない 無回答

19.0％ 53.8％ 22.5％ 4.1％

0.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

充分とれている おおむねとれている あまりとれていない

とれていない 無回答
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【誰かに悩みを相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じるか】 

「どちらかというとそう思う」の

割合が 31.2％と最も高くなっ

ています。 

なお、「そう思う」と「どちらかと

いうとそう思う」の割合を合わ

せると 47.2％となっていま

す。 

 

 

【自殺対策は自分自身に関わる問題と思うか】 

「 そ う 思 わ な い 」 の 割 合 が

37.8％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

【同居家族にひきこもりの方はいるかどうか】 

「いない」の割合が 93.5％と

なっています。 

 

  

 

 

16.0％ 31.2％ 23.2％ 23.2％ 4.8％

1.6％
0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

そう思う どちらかというとそう思う
どちらかというとそう思わない そう思わない
わからない 無回答

 

8.6％ 16.0％ 35.0％ 37.8％ 2.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年（n=1,344）

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答

8.6％ 16.0％ 35.0％ 37.8％ 2.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない

そう思わない 無回答

4.0％

0.2％ 93.5％ 2.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

１人いる ２人以上いる いない 無回答
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オ．たばことアルコール  

【喫煙状況】 

「吸ったことがない」の割合が

56.6％と最も高くなっていま

すまた、喫煙率は 13.8％とな

っています。 

 

 

 

【今後、たばこをやめたい、減らしたいと思うか（喫煙者のみ）】 

「いまのままでよい」の割合が

45.7％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

【「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）」の認知状況】 

「知らない」の割合 56.5％ 

と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

【おおよそ１年の間の受動喫煙経験の有無】 

おおよそ１年の間に受動喫煙を

経験したかどうかについては、

「経験した」の割合が 48.9％と

なっています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.6％ 27.8％ 13.8％

1.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

吸ったことがない 吸っていたがやめた 吸っている 無回答

19.4％ 33.9％ 45.7％ 1.1％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=186)

やめたい 減らしたい いまのままでよい 無回答

18.3％ 23.4％ 56.5％ 1.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

内容を知っている 名前は知っている 知らない 無回答

48.9％ 48.7％ 2.5％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

経験した 経験しなかった 無回答
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【受動喫煙防止を進めるために、行政が取り組む対策】 

「喫煙者のマナーを向上させるための広報などの取組」の割合が 54.6％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飲酒状況】 

「飲んでいない」の割合が

42.8％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

 

54.6%

31.8%

47.8%

33.7%

7.2%

6.8%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80%

喫煙者のマナーを向上させるための広報などの取組

受動喫煙防止対策を実施している施設の認証

受動喫煙防止対策を実施していない施設

に対する指導・勧告

禁煙を希望する喫煙者への禁煙支援

特に対策は必要ない

その他

無回答
（n＝1,344）

 

 
20.5％ 8.0％ 14.1％ 13.6％ 42.8％ 1.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

ほぼ毎日飲む 週に３～５回飲む 週に１～２回飲む

月に１～２回飲む 飲んでいない 無回答
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カ．健康診査・検診  

【この 1 年間における、健康診査・検診の有無】 

「ある」の割合が 78.1％とな

っています。 

 

 

  

 

 

【この１年間に、健康診査・検診を受けた内容】 

市の健康診査・検診では、「健康診査」の受診の割合が 56.3％と最も高く、次いで「胸部エックス

線検査」となっています。 

また、職場や学校の健康診査・検診・人間ドックでは、「健康診査」の受診の割合が 63.3％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
78.1％ 19.9％ 1.9％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

ある ない 無回答

56.3%

10.8%

18.7%

12.5%

11.0%

2.9%

22.8%

11.1%

0.8%

36.7%

63.3%

11.5%

5.6%

4.5%

11.4%

9.1%

9.0%

2.0%

24.3%

7.2%

13.5%

27.0%

0% 20% 40% 60% 80%

健康診査

胃がん検診

胃がんリスク検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

肝炎ウイルス検診

胸部エックス線検査

歯科口腔健康診査

人間ドック

高齢者歯科口腔機能健診

無回答

市の健康診査・検診

職場や学校の健康診査・検診・人間ドック

(n=1,050)

市の健康診査・検診では設定なし

職場や学校の健康診査・検診・人間ドックでは設定なし

市の健康診査・検診では設定なし

市の健康診査・検診では設定なし
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キ．歯の健康  

【歯の本数】 

「 24 本 以 上 」 の 割 合 が

72.5％と最も高くなっていま

す。平均の歯の本数は 24.7

本です。 

性別・年齢別では、歯の本数

は、特に 60 代以降の男性で少なくなっています。 

             歯の本数（性別・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【噛んで食べるときの状態】 

「何でも噛んで食べることが

できる」の割合が 82.7％と

最も高くなっています。 

 

 

  

 

 

 

  

単位：％

回答者数 10本未満 10～19本 20～23本 24本以上 無回答 平均歯の本数

1,344人 3.3 8.0 8.9 72.5 7.3 24.7本

587人 4.6 9.9 10.6 69.2 5.8 24.0本

10・20代 57人 0.0 0.0 0.0 93.0 7.0 28.2本

30代 45人 0.0 0.0 2.2 97.8 0.0 27.4本

40代 85人 1.2 3.5 2.4 88.2 4.7 26.7本

50代 124人 0.8 5.6 9.7 76.6 7.3 25.5本

60代 114人 5.3 15.8 16.7 57.9 4.4 22.4本

70代 160人 11.9 18.8 16.9 45.0 7.5 20.1本

748人 2.3 6.6 7.5 75.5 8.2 25.2本

10・20代 83人 0.0 0.0 0.0 95.2 4.8 27.7本

30代 70人 0.0 0.0 2.9 97.1 0.0 27.7本

40代 134人 0.7 0.0 6.0 87.3 6.0 27.0本

50代 152人 0.0 3.3 6.6 77.6 12.5 26.0本

60代 124人 0.8 12.1 8.9 71.0 7.3 24.5本

70代 182人 7.7 15.9 13.7 51.1 11.5 21.3本

女

性

合計

区分

男

性

合計

全体

 

 

 

3.3％

8.0％ 8.9％ 72.5％ 7.3％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

10本未満 10～19本 20～23本 24本以上 無回答

 

 

 
82.7％ 14.0％

1.0％
0.1％

2.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=1,344)

何でも噛んで食べることができる 一部噛めない食べ物がある 噛めない食べ物が多い

噛んで食べることはできない 無回答
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【デンタルフロスや歯間ブラシの使用状況】 

「 使 っ て い な い 」 の 割 合 が

37.7％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

【フッ素入りの歯磨剤の利用状況】 

「フッ素入りの歯磨剤を使って

いる」の割合が 50.9％と最も

高く、次いで「歯磨剤は使って

いるがフッ素入りかどうかは

わからない」が 31.1％となっ

ています。 

 

 

 

【かかりつけ歯科医院の有無】 

「 決 め て い る 」 の 割 合 が

76.5％となっています。 

 

 

 

 

【かかりつけ歯科医院を決めている人のうち定期健診または予防処置を受けている割合】 

「 受 け て い る 」 の 割 合 が

69.3％となっています。 

 

 

 

 

 

【歯や入れ歯、舌などを清潔にすることが、誤嚥性肺炎の予防になることの認知状況】 

「 知 っ て い る 」 の 割 合 が

51.8％となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 
50.9％ 31.1％ 12.0％ 3.9％

0.7％

1.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年（n=1,344）

フッ素入りの歯磨剤を使っている 歯磨剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない

歯磨剤は使っているが、フッ素入りではない 歯磨剤は使っていない

歯をみがいていない 無回答

50.9％ 31.1％ 12.0％ 3.9％

0.7％

1.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年（n=1,344）

フッ素入りの歯磨剤を使っている 歯磨剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない

歯磨剤は使っているが、フッ素入りではない 歯磨剤は使っていない

歯をみがいていない 無回答

 

 

 

 

34.2％ 8.6％ 17.8％ 37.7％ 1.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

ほぼ毎日 週に３～５回 週に１～２回 使っていない 無回答

50.9％ 31.1％ 12.0％ 3.9％

0.7％

1.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

フッ素入りの歯磨剤を使っている 歯磨剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない

歯磨剤は使っているが、フッ素入りではない 歯磨剤は使っていない

歯をみがいていない 無回答

76.5％ 22.2％ 1.3％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

決めている 決めていない 無回答

51.8％ 45.2％ 3.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

知っている 知らない 無回答

 

 
69.3％ 29.0％ 1.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,028）

受けている 受けていない 無回答
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ク．  医療  

【「かかりつけ医」の有無】 

「決めている」の割合が

63.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【♯7119（救急相談センター）等の認知状況】 

「 知 っ て い る 」 の 割 合 は

46.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町田市内の医療機関の満足度】 

「 し て い な い 」 の 割 合 が

49.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【治る見込みのない病気になった場合、人生の最期を迎えたい場所】 

「自宅」の割合が 43.4％と最

も高く、ついで「わからない」が

27.0%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

63.0％ 34.4％ 2.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

決めている 決めていない 無回答

10.3％ 35.3％ 0.8％ 51.3％ 2.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

両方知っている ♯7119（救急相談センター）は知っている

東京版救急受診ガイド（インターネット）は知っている 知らない

無回答

45.3％ 49.3％ 5.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

している していない 無回答

43.4％ 8.6％

1.2％

16.9％ 27.0％

1.4％

1.5％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

自宅 病院等の医療機関

老人ホーム等の福祉施設 ホスピス等の緩和ケア施設

わからない その他

無回答
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ケ．災害時の医療  

【災害時の医療体制】 

災害時の医療体制について、

どの程度知っているかどうかに

ついては、「まったく知らない」

の割合が 71.7％と最も高くな

っています。 

 

 

コ．かかりつけ 

【「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」の有無】 

「かかりつけ薬局」または、「か

かりつけ薬剤師」を決めている

かどうかについては、「両方決

めていない」の割合が51.4％と

最も高くなっています。 

 

 

サ．動物愛護  

【ペットの有無】 

「飼っていない」の割合 75.3％ 

となっています。 

  

 

 

シ．  その他  

【薬物乱用（大麻や覚せい剤、市販薬の乱用など）問題を知っているか】 

「知っている」の割合が 90.0％

となっています。 

 

 

 

 

【幸福度（10 点満点）】 

幸福度を 10 点満点とした場

合、「8 点」の割合 24.9%と最

も高くなっています。なお、平均

で 7.2 点となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4％

24.3％ 71.7％ 2.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

詳しく知っている 少しは知っている まったく知らない 無回答

10.4％ 35.7％ 0.4％ 51.4％ 2.1％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

両方決めている かかりつけ薬局を決めている

かかりつけ薬剤師を決めている 両方決めていない

無回答

23.5％ 75.3％ 1.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

飼っている 飼っていない 無回答

0.6％
0.5％

1.3％
2.8％

2.5％

11.1％ 8.9％ 21.9％ 24.9％ 11.6％ 12.6％

1.4％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点

７点 ８点 ９点 １０点 無回答

90.0％ 8.9％

1.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=1,344）

知っている 知らない 無回答
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③青少年  

ア．身長と体重（ローレル指数）  

「普通」の割合が 56.0％で最

も高く、次いで「やせぎみ」が

22.1％、「太りぎみ」が 7.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．子どもの食生活  

【子どもの朝食】 

「ほとんど毎日食べる」の割合

が 89.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

ウ．歯の健康  

【子どもの「かかりつけ歯科医院」の有無】 

「決めている」の割合が

88.4％となっています。 

 

 

 

 

 

エ．医療  

【子どもの「かかりつけ医」の有無】 

「決めている」の割合が

84.8％となっています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.7％ 22.1％ 56.0％ 7.9％

2.7％

5.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

やせすぎ やせぎみ 普通 太りぎみ 太りすぎ 無回答

89.7％

4.5％

2.9％ 2.2％

0.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

ほとんど毎日食べる 週に４～５日食べる 週に２～３日食べる

ほとんど食べない 無回答

84.8％ 14.6％
0.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

決めている 決めていない 無回答

88.4％ 11.5％

0.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

決めている 決めていない 無回答

ローレル指数とは、児童・生徒の肥満判定の基準です。 
「体重（㎏）÷（身長（m）×身長（m）×身長（m））*10」 
で求められます。 
 

100 未満 ： やせすぎ 
100 以上 115 未満 ： やせぎみ 
115 以上 145 未満 ： 普通 
145 以上 160 未満 ： 太りぎみ 
160 以上 ： 太りすぎ 
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【子どもが急病の場合、町田市内に安心して利用できる医療機関があると思うか】 

「思う」の割合が 59.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

オ．かかりつけ薬局、薬剤師  

 【子どもの「かかりつけ薬局」または「かかりつけ薬剤師」の有無】 

「両方決めていない」の割合

が 61.8％と最も高く、次い

で「かかりつけ薬局を決めて

いる」が 23.3％となってい

ます。 

 

 

 

 

カ．薬物乱用問題の認知状況  

【薬物乱用問題（大麻や覚せい剤、市販薬の乱用など）の認知状況】 

「 知 っ て い る 」 の 割 合 が

89.2％となっています。 

 

 

 

 

キ．幸福度  

【幸福度（10 点満点）】 

幸福度を 10 点満点とした場

合、「8 点」の割合が 29.8％

と最も高く、次いで「7 点」が

17.8％、「10 点」が 17.5％

となっています。平均は 7.6

点となっています。 

  

 

 

 

 

59.8％ 39.2％ 1.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

思う 思わない 無回答

13.2％ 23.3％ 1.0％ 61.8％ 0.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

両方決めている かかりつけ薬局を決めている

かかりつけ薬剤師を決めている 両方決めていない

無回答

89.2％ 9.9％

0.9％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

知っている 知らない 無回答

0.3％

0.2％

0.7％

2.1％

2.2％

7.4％

8.7％

17.8％ 29.8％ 12.2％ 17.5％ 1.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=584）

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点

７点 ８点 ９点 １０点 無回答
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④未就学児  

ア．  身長と体重（カウプ指数）  

「あて名のお子さん」の現在

の身長、体重から、カウプ指

数を求めた結果、「普通」の

割合が41.6％と最も高く、次

いで「やせぎみ」が 21.2％、

「太りぎみ」が 16.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

イ．  子育て 

【妊娠中に市（保健所）の保健師等と面接や、相談の有無】 

「した」の割合が 57.4％、「し

ていない」が 41.9％となって

います。 

  

 

 

 

【相談した結果、妊娠中の悩みや不安は軽減したか】 

「なった」の割合が 60.6％と

最も高く、次いで「どちらとも

いえない」が 21.7％となって

います。 

 

 

 

【産後うつ、いきすぎたしつけ、自殺を考える等の有無】 

「ない」の割合が 72.3％とな

っています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

9.9％ 21.2％ 41.6％ 16.2％

4.7％

6.5％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

やせすぎ やせぎみ 普通 太りぎみ 太りすぎ 無回答

57.4％ 41.9％ 0.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

した していない 無回答

60.6％ 7.0％ 21.7％ 10.7％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=355）

なった ならなかった どちらともいえない 無回答

27.2％ 72.3％ 0.5％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

ある ない 無回答

カウプ指数とは、乳幼児の肥満判定の基準です。 
「体重（ｇ）÷（身長（cm）×身長（cm））*10」で求められます。 
カウプ指数は、子どもの年齢により正常の範囲の基準値が変わ
りますが、２歳児の場合は以下のようになります。 
 

13.5 未満 ： やせすぎ 
13.5 以上 15 未満 ： やせぎみ 
15 以上 17 未満 ： 普通 
17 以上 18.5 未満 ： 太りぎみ 
18.5 以上 ： 太りすぎ 
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ウ．  子どもの食生活  

【子どもが 1 日に 2 回以上、主食・主菜・副菜を 3 つそろえて食べる頻度】 

「 ほ と ん ど 毎 日 」 の 割 合 が

50.0％と最も高く、次いで「週

に 4～5 日」が 25.1％となって

います。 

 

 

エ．  歯の健康  

【子どもの「かかりつけ歯科医院」の有無】 

「決めている」の割合が

62.5％となっています。 

 

 

 

 

 

【子どもの歯をみがくときにフッ素入りの歯磨剤の利用の有無】 

「フッ素入りの歯磨剤を使って

いる」の割合が 72.2％と最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【子どもの口の中の観察頻度】 

「週1回以上している」の割合が

85.0％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

オ．  たばことアルコール 

【同居家族における喫煙者の有無】 

「いない」の割合が 75.6％とな

っています。 

 

 

 

  

 

 

 

72.2％ 4.5％

3.6％

13.6％ 0.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年（n=618）

フッ素入りの歯磨剤を使っている 歯磨剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない

歯磨剤は使っているが、フッ素入りではない 歯磨剤は使っていない

歯をみがいていない 無回答

72.2％ 4.5％

3.6％

13.6％ 0.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年（n=618）

フッ素入りの歯磨剤を使っている 歯磨剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない

歯磨剤は使っているが、フッ素入りではない 歯磨剤は使っていない

歯をみがいていない 無回答

 

 

50.0％ 25.1％ 13.4％ 9.7％ 1.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんどない 無回答

62.5％ 37.1％ 0.5％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

決めている 決めていない 無回答

85.0％ 9.5％
4.9％

0.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

週１回以上している 月に１回以上している ほとんどない 無回答

24.3％ 75.6％ 0.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

いる いない 無回答

72.2％ 4.5％

3.6％

13.6％

5.5％

0.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

フッ素入りの歯磨剤を使っている 歯磨剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない

歯磨剤は使っているが、フッ素入りではない 歯磨剤は使っていない

歯をみがいていない 無回答
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【母親の妊娠中の受動喫煙の経験の有無】 

「いいえ」の割合が 80.1％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

【子どもの受動喫煙の経験の有無（一年の間）】 

「経験しなかった」の割合が

76.1％となっています。 

 

 

 

 

  

 

【母親の妊娠中の飲酒の状況】 

「やめた」の割合が 53.7％と

最も高く、次いで「もともと飲ま

ない」が 44.3％となっていま

す。 

 

 

  

 

 

 

19.1％ 80.1％ 0.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

はい いいえ 無回答

21.2％ 76.1％ 2.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

経験した 経験しなかった 無回答

0.3％ 1.3％

53.7％ 44.3％ 0.3％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

飲んでいた 減らした やめた もともと飲まない 無回答
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カ．  医療  

【子どもの「かかりつけ医」の有無】 

「決めている」の割合が

94.3％となっています。 

 

 

 

 

 

【子どもが急病の場合に町田市内に安心して利用できる医療機関があると思うか】 

「思う」の割合が 68.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

キ．  かかりつけ薬局、薬剤師  

 【子どもの「かかりつけ薬局」または、「かかりつけ薬剤師」を決めているか】 

「両方決めていない」の割合が

46.9％と最も高く、次いで

「かかりつけ薬局を決めてい

る」が 35.6％となっています。 

 

 

 

 

ク．  幸福度  

【幸福度（10 点満点）】 

幸福度を 10 点満点とした場

合、何点になるかについては、

「8 点」の割合が 25.9%と最

も 高 く 、 次 い で 「 10 点 」 が

24.6％、「9 点」が 16.0％とな

っています。平均は 7.9 点とな

っています。 

 

 

  

 

 

 

 

94.3％ 5.3％

0.3％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

決めている 決めていない 無回答

68.8％ 29.8％ 1.5％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

思う 思わない 無回答

17.0％ 35.6％ 0.5％ 46.9％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

両方決めている かかりつけ薬局を決めている

かかりつけ薬剤師を決めている 両方決めていない

無回答

0.3％
0.2％

0.6％ 1.1％

1.8％

7.9％

6.8％

14.7％ 25.9％ 16.0％ 24.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=618）

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点

７点 ８点 ９点 １０点 無回答
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３ 用語解説  

か行  
  

 飼い主のいない猫との共生モデル地区制度   【P38,P103】  

 飼い主のいない猫の被害にお困りの地域の方々が主体となり、地域に生息する猫を管理しながら、

不妊・去勢手術を行い、徐々に猫の数を減らしていく取組。市では、活動団体を「飼い主のいない猫

との共生モデル団体」に指定し、不妊・去勢手術費用の補助を行うなど、活動の支援を行っている。 

  

 環境衛生関係法令   【P105】  

 生活衛生関係営業法令である理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法及び

興行場法の他、生活衛生課が所管する水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、

温泉法、住宅宿泊事業法、墓地埋葬等に関する法律、町田市プールの衛生管理等に関する条例、

町田市小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例、町田市飲用に

供する井戸等の衛生管理指導要綱をいう。 

 

 感染防止対策地域連携会議   【P99】  

 感染防止対策加算１（診療報酬施設基準１３項目を満たしている医療機関）の届出を行っている医

療機関が主催する会議に、感染防止対策加算２（診療報酬施設基準１２項目を満たしている医療機

関）の届出を行っている医療機関が参加する会議。 

  

 希死念慮   【P90】  

 自殺念慮とほぼ同一の思考内容をさす。 

これらの意味の差異としては、自殺念慮の場合、強い感情を伴った自殺に対する思考あるいは観念

が精神生活全体を支配し、それが長期にわたって持続するのに対し、希死念慮では、思考あるいは

観念として散発的に出現する場合を指すことが通例であり、「消えてなくなりたい」、「楽になりたい」

などが希死念慮の具体的な表現型である。 

 

 健康危機   【P15,P36,P99など】  

 不特定多数の国民に健康被害が発生または拡大する可能性がある場合に公衆衛生の確保という

観点から対応が求められる事態。 

  

 健康寿命   【P8,P16,P19】  

 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 

 

 健康づくり推進員   【P28,P29,P69など】  

 市職員と協力しながら地域の健康づくり推進のために活動する市民。ウォ―キングや料理教室、骨

密度測定などの健康チェック等様々な活動をとおして、市民の健康づくりの意識を高め、地域の健

康づくり活動を支え、健康づくりの輪を広げることを目指す。任期は 2 年間。町内会・自治会の推薦

に基づき、町田市長が委嘱する。 
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 誤嚥性肺炎   【P32,P132】  

 口腔内の細菌、食べかす、逆流した胃液などが気管に入り（誤嚥）、そのために生じた肺炎。 

 

 

さ行  
  

 自死遺族   【P40,P87,P91など】  

 自殺により親族を亡くした遺族のこと。 

なお、本計画においては、特定非営利活動法人全国自死遺族総合支援センター「「自死・自殺」の表

現に関するガイドライン」を踏まえ、本項目においてのみ、「自死」の文言を用いている。 

  

 自傷他害   【P91】  

 自傷とは主として自己の生命・身体を害する行為を言い、単に浪費や自己の所有物の損壊などの行

為は含まない。他害とは、他人の生命、身体、自由、貞操、名誉、財産等に害を及ぼす場合と決めら

れている。 

  

 食育   【P9,P16,P27など】  

 生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて食に関

する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。 

  

 食品衛生監視指導計画   【P37,P103,P104】  

 食品衛生に関する監視指導を効率的かつ効果的に実施するために、立入検査や講習会等の実施

内容、関係機関との連携などを具体的に記載した食品衛生法第２４条に基づき毎年度策定している

計画。 

  

 新型インフルエンザ   【P10,P15,P100】  

 季節性インフルエンザと抗原性が大きく異なるインフルエンザであって、一般に国民が免疫を獲得し

ていないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるお

それがあると認められるもの。 

  

 新興感染症   【P8,P54,P99など】  

 新しく認識された感染症で、局地的に、あるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症。 

  

 スクールカウンセラー   【P88,P89】  

 いじめ、不登校等の背景となっている児童・生徒の不安や悩みへのカウンセリング、児童・生徒への

関わり方などに関する保護者への助言・援助、学校における相談体制を充実させるための教職員へ

の助言・援助などを職務とし、高度に専門的な知識や経験を必要とする臨床心理士等の資格を有す

る専門職。 
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 スクールソーシャルワーカー   【P89】  

 いじめや不登校、虐待、貧困など、学校や日常生活における問題に直面する子供を家族や友人、学

校、地域など周囲の環境に働き掛け、専門機関と連携を図った支援をする社会福祉の専門的な知

識や技術を有する者。 

 

 生活衛生営業施設   【P37】  

 理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法及び興行場法に定める施設のこ

と。 

 

 ソーシャルサポート   【P91】  

 社会的関係の中でやりとりされる支援。 

 

 

た行  
  

 地域福祉コーディネーター   【P85】  

 地域の方から寄せられる相談を受け止め、解決に向けて、一緒に考えていく、地域福祉の専門職。 

 

 特定給食施設   【P30,P31,P46】  

 特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚

生労働省令で定めるもの。1 回 100 食又は 1 日 250 食以上の食事を供給する施設をいう。 

 

 特定建築物   【P37】  

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定されている事務所、旅館など特定用途に

利用される部分が一定面積以上の建築物。 

 

 

は行  
  

 ８０２０運動   【P32】  

 1989 年から厚生労働省と日本歯科医師会が推奨している「80 歳になっても 20 本以上の歯を保

とう」という運動。20 本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足できるといわれ、「生涯自分の歯で食

べる楽しみを味わえるように」との願いを込めた運動。 

 

 ひきこもり   【P27,P82,P94など】  

 様々な要因の結果として社会参加（就学、就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６か月

以上にわたって概ね家庭内にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外出をしていても

よい）を指す現象概念。 
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 フレイル   【P70】  

 加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要介護状態、そし

て死亡などの危険性が高くなった状態で、適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な

状態。 

 平均寿命   【P19】  

 ０歳における平均余命。 

 

 

ま行  
  

 町田を元気にするトレーニング（町トレ）事業   【P30,P31,P69】  

 体力に自信のある方から、少し自信のない方まで、どなたでも取り組めるトレーニング。３０分程度で

ストレッチや筋トレを行うプログラム。 

  

 メタボ   【P30】  

 内臓脂肪蓄積に加えて、空腹時血糖や血清脂肪（HDL コレステロールと中性脂肪）・血圧が一定以

上の値を示している状態をいい、メタボリックシンドローム又は内臓脂肪症候群のこと。 

 

 メンタルヘルス   【P89,P91,P92】  

 こころの健康。 

 

 

や行  
  

 野菜摂取量   【P30,P46】  

 厚生労働省が推進する健康づくり運動「健康日本２１(第三次)」では、健康増進の観点から１日３５０

ｇ以上の野菜を食べることを目標にしている。また、国では、「野菜料理の小鉢を１日５つ」摂取する

ことで１日に必要な野菜３５０ｇを摂取できるとしている。 

 

 

わ行  
  

 ワーク・ライフ・バランス   【P92】  

 仕事と生活の調和。 

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地

域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・

実現できること。 

 

 

 

  



145 

A～Z  
  

 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）   【P30,P68,P73,P128など】  

 主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患で、咳・痰・息切れを主訴として緩徐に呼

吸障害が進行する。かつて肺気腫、慢性気管支炎と称されていた疾患が含まれている。 

  

 ＣＰＩコード   【P32】  

 地域歯周疾患指数。1982 年にＷＨＯが作成した地域の歯周疾患の状態を示す指標で、国内外で

広く用いられている。 

 

 DV（ドメスティック・バイオレンス)    【P89】  

 配偶者または事実婚のパートナーなど親密な関係にある人（または親密な関係にあった人）からの

暴力のこと。 

 

 ＭＲ１期   【P28】  

 麻しん（はしか）と風しんの混合ワクチンで、予防接種法に規定されている定期予防接種として、1 歳

以上 2 歳未満の時期に 1 回実施。（なお、ＭＲ2 期は小学校就学前の 1 年間で 1 回実施。） 

  

 ＮＣＤ（非感染性疾患）   【P27,P30,P31】  

 不健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒などが原因で、生活習慣改善により予防可能な疾患。

心血管疾患、がん、糖尿病、慢性呼吸器疾患などが主なもので、まとめて「ＮＣＤs」とも言われてい

る。 

 

 SNS   【P31,P56,P86など】  

 Social Networking Service の略。個人間のコミュニケーションを促進し、Web 上で社会的な

ネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービス。 
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４ 附属機関・懇談会 

（１） 町田市保健所運営協議会（設置根拠、委員名簿） 

 

〈設置根拠：町田市保健所条例〉

平成 22 年 12 月 28 日 

条例第 35 号 

保健所保健総務課 

(設置) 

第 1 条 地域保健対策の総合的な推進に寄与し、市民の健康の保持

及び増進を図るため、地域保健法(昭和 22 年法律第 101 号)第 5

条第 1 項の規定に基づき、町田市を所管区域とする保健所(以下「保

健所」という。)を設置する。 

(名称及び位置) 

第 2 条 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 町田市保健所 

位置 町田市森野二丁目 2 番 22 号 

(平 27 条例 12・一部改正) 

(使用料等) 

第 3 条 市長は、保健所の施設の利用又は保健所において行う業務

について、地域保健法施行令(昭和 23 年政令第 77 号)第 8 条第 1

項各号に掲げる場合は、使用料、手数料又は治療料(以下「使用料

等」という。)を徴収する。 

2 使用料等の額は、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 76 条

第 2 項(同法第 149 条において準用する場合を含む。)及び高齢者

の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第 1

項の規定に基づき厚生労働大臣が定めたところにより算定した額に

100 分の 80 を乗じて得た額の範囲内で、町田市規則(以下「規則」

という。)で定める額とする。 

3 前項の規定により使用料等を算定することができない場合におけ

る使用料等の額は、実費に相当する額を勘案して市長が別に定める。 

(使用料等の徴収) 

第 4 条 使用料等は、保健所の施設の利用又は保健所において行う

業務の際に納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由が

あると認めるときは、使用料等の徴収を猶予することができる。 

(使用料等の減免) 

第 5 条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額

し、又は免除することができる。 

(使用料等の不還付) 

第 6 条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理

由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

(保健所運営協議会) 

第 7 条 地域保健法第 11 条の規定により地域保健及び保健所の運

営に関する事項を審議させるため、町田市保健所運営協議会(以下

「協議会」という。)を置く。 

(平 27 条例 12・追加) 

(組織) 

第 8 条 協議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 5 人以内 

(2) 市民団体の代表 2 人以内 

(3) 保健医療関係団体の代表 5 人以内 

(4) 関係行政機関の職員 3 人以内 

(平 27 条例 12・追加) 

(任期) 

第 9 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、通算して

10 年を限度とする。 

(平 27 条例 12・追加) 

(会長等) 

第 10 条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定め

る。 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を

代理する。 

(平 27 条例 12・追加) 

(会議) 

第 11 条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。 

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、会長の決するところによる。 

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出

席を求めることができる。 

(平 27 条例 12・追加) 

(委任) 

第 12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

(平 27 条例 12・旧第 7 条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

2 町田市職員定数条例(昭和 36 年 3 月町田市条例第 2 号)の一

部を次のように改正する。 

第 2 条第 1 項を次のように改める。 

職員の定数は、次に掲げるとおりとする 

(1) 市長の事務部局の職員 1,947 人 

(2) 病院事業の職員 634 人 

(3) 議会の事務局の職員 17 人 

(4) 教育委員会の事務局並びに学校及び学校以外の教育機関の

職員 496 人 

(5) 選挙管理委員会の事務局の職員 9 人 

(6) 農業委員会の事務局の職員 5 人 

(7) 監査委員の事務局の職員 8 人 

合計 3,116 人 

附 則(平成 27 年 3 月 31 日条例第 12 号) 

この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 9 月 30 日条例第 30 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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〈委員名簿〉 

 

区 分 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

堤 明純 北里大学医学部公衆衛生学主任教授 

堀内 清華 山梨大学大学院総合研究部疫学・環境医学講座助教 

中川 種栄 一般社団法人 町田市医師会 理事 

調所 勝弘 昭和女子大学食健康科学部管理栄養学科教授 

医療関係 

団体の代表 

林 泉彦 

（2023 年 6 月まで） 

山下 弘一 

（2023 年 6 月から） 

一般社団法人 町田市医師会 会長 

長﨑 敏宏 公益社団法人 東京都町田市歯科医師会 会長 

関根 克敏 

（2023 年 5 月まで） 

佐藤 康行 

（2023 年 5 月から） 

一般社団法人 町田市薬剤師会 会長 

羽太 真由美 東京都獣医師会町田支部 支部長 

金崎 章 町田市民病院 院長 

市民団体 

からの選出 

渡辺 綱市 町田市民生委員・児童委員協議会町田第二地区会長 

川畑 一隆 町田市町内会・自治会連合会 副会長 

関係行政 

機関の代表 

島貫 匡 

（2023 年 8 月まで） 

川﨑 和己 

（2023 年 8 月から） 

警視庁町田警察署 署長 

小宮山 文彦 

（2023 年 8 月まで） 

今村 輝明 

（2023 年 8 月から） 

警視庁南大沢警察署 署長 

山﨑 純一 東京消防庁町田消防署 署長 
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（２）  自殺対策推進委員会（設置根拠、委員名簿） 

 

〈設置根拠：町田市自殺対策推進委員会設置要綱〉

平成２９年１０月１日 

保健所健康推進課 

第１ 設置 

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項に規定する

市町村自殺対策計画の策定及び推進に資するため、町田市自殺対

策推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２ 役割 

委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告

する。 

（１）町田市自殺総合対策基本方針に定める施策に関すること。 

（２）自殺対策基本法第１３条第２項に規定する市町村自殺対策計画

の策定及び推進に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 委員会は、委員１８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

第４ 委員の任期 

１ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、通算して１０

年を限度とする。 

第５ 会長 

１ 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

第６ 会議 

１ 委員会は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出

席を求めることができる。 

第７ 作業グループ 

 １ 委員会に、委員の一部で構成する作業グループを置くことがで

きる。 

 ２ 作業グループの構成及び運営に関し必要な事項は、会長が委

員会に諮って定める。 

第８ 庶務 

委員会の庶務は、保健所健康推進課において処理する。 

第９ 委任 

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

会長が委員会に諮って定める。 

 

 

 

 

附 則 

１ この要綱は、２０１７年１０月１日から施行する。 

２ 町田市自殺総合対策連絡協議会設置要綱（２０１４年３月６日施行）

は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、２０２４年４月１日から施行する。 

 

別表（第３関係） 

学識経験を有する者 ２人以内 

自死遺族支援団体の代表 １人 

自殺対策推進団体の代表 １人 

八王子労働基準監督署町田支署の代表 １人 

町田公共職業安定所の代表 １人 

町田警察署の代表 １人 

南大沢警察署の代表 １人 

町田消防署の代表 １人 

町田市民生委員・児童委員協議会の代表 １人 

一般社団法人町田市医師会の代表 １人 

公益社団法人町田市歯科医師会の代表 １人 

一般社団法人町田市薬剤師会の代表 １人 

社会福祉法人町田市社会福祉協議会の代表 １人 

町田商工会議所の代表 １人 

町田市町内会・自治会連合会の代表 １人 

町田市立小学校の代表 １人 

町田市立中学校の代表 １人 
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〈委員名簿〉 

 

区 分 氏 名 役 職 等 

学識経験を有する者 

秋山 一弘 秋法律事務所 弁護士 

稲田 健 北里大学医学部 精神科学 教授 

自死遺族支援団体の代表 秋田 整 
特定非営利活動法人 全国自死遺族総合支援センター 

自死遺族・遺児支援スタッフ 

自殺対策推進団体の代表 早借 洋一 特定非営利活動法人 東京多摩いのちの電話 理事長 

八王子市労働基準監督署 

町田支署の代表 
飯島 康貴 八王子労働基準監督署町田支署 監督・安衛課長 

町田公共職業安定所の代表 菅沼 昭彦 町田公共職業安定所 次長 

町田警察署の代表 木崎 浩治 警視庁町田警察署 生活安全課長 

南大沢警察署の代表 松村 憲治 警視庁南大沢警察署 生活安全課 課長代理 

町田消防署の代表 渡邊 豊 町田消防署 警防課長 

町田市民生委員・児童委員 

協議会の代表 
藤嶋 善子 町田市民生委員児童委員協議会 地区会長 

一般社団法人 

町田市医師会の代表 
中川 種栄 一般社団法人 町田市医師会 理事 

公益社団法人 

町田市歯科医師会の代表 
戸羽 一 公益社団法人 東京都町田市歯科医師会 副会長 

一般社団法人 

町田市薬剤師会の代表 
安岡 史紀 一般社団法人 町田市薬剤師会 理事 

社会福祉法人 

町田市社会福祉協議会の代表 
北澤 英明 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 事務局長 

町田商工会議所の代表 青木 旦美 町田商工会議所 女性会 副会長 

町田市町内会・自治会連合会 

の代表 
中 一登 町田市町内会・自治会連合会 副会長 

町田市立小学校の代表 山中 朗 町田市公立小学校長会 町田市立つくし野小学校長 

町田市立中学校の代表 工藤 憲治 町田市公立中学校長会 町田市立堺中学校長 
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（３） 町田市食育推進委員会（設置根拠、委員名簿） 

 

〈設置根拠：町田市食育推進委員会設置要綱〉 
平成 2４年１１月１日 

保健所保健予防課 

第１ 設置 

食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条第１項の規定に基づく

市町村食育推進計画（以下「推進計画」という。）の策定及び推進

に資するため、町田市食育推進委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

第２ 所掌事務 

委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、その結果を市長

に報告する。 

（１） 推進計画の策定に関すること。 

（2） 推進計画の推進に関すること。 

（3） 前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 委員会は、委員１９人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

第４ 委員の任期 

１ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として４回を限度

とする。 

第５ 委員長 

１ 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員

が、その職務を代理する。 

第６ 会議 

１ 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者

の出席を求めることができる。 

第７ 庶務 

委員会の庶務は、保健所保健予防課において処理する。 

第８ 委任 

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、２０１２年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１４年７月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１５年７月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２４年４月１日から施行する。 

別表（第３関係） 

学識経験を有する者 １人 

一般社団法人町田市医師会の代表 １人 

公益社団法人東京都町田市歯科医師会の代表 １人 

町田市法人立保育園協会の代表 １人 

町田市私立幼稚園協会の代表 １人 

町田市公立小学校校長会の代表 １人 

町田市公立中学校校長会の代表 １人 

市内の高等学校の教諭の代表 １人 

市内の小学校の栄養教諭の代表 １人 

市内の大学の教員の代表 １人 

町田市農業協同組合の代表 １人 

市内の農業者の代表 １人 

町田商工会議所の代表 １人 

東京都町田食品衛生協会の代表 １人 

町田集団給食研究会の代表 １人 

町田地域活動栄養士会の代表 １人 

町田市観光コンベンション協会の代表 １人 

町田市立小・中学校の児童、又は生徒の保護者 ２人以内 
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〈委員名簿〉 

 

区 分 氏 名 団体名等（所属） 

学識経験を有する者 調所 勝弘 昭和女子大学 教授 

一般社団法人町田市医師会 

の代表 
五十子 桂祐 医療法人社団創生会 町田病院 院長 

公益社団法人 

東京都町田市歯科医師会の代表 
戸羽 一 戸羽歯科医院 院長 

町田市法人立保育園協会の代表 千葉 勢子 井の花保育園 園長 

町田市私立幼稚園協会の代表 大崎 志保 
学校法人正和学園 幼保連携型認定こども園 

正和幼稚園 園長 

町田市公立小学校校長会の代表 岩﨑 直美 町田市立高ヶ坂小学校 校長 

町田市公立中学校校長会の代表 矢島 加都美 町田市立真光寺中学校 校長 

市内の小学校の栄養教諭の代表 進藤 悠 町田市立鶴川第三小学校 栄養教諭 

市内の高等学校の教諭の代表 浦嶋 澄香 東京都立町田総合高等学校 教諭 

市内の大学の教員の代表 米澤 加代 東京家政学院大学 准教授 

町田市農業協同組合の代表 新倉 敏和 町田市農業協同組合 経済部長 

市内の農業者の代表 佐藤 孝一 町田市農業協同組合 野菜部会長 

町田商工会議所の代表 松井 大輔 株式会社山路フードサービス 代表取締役 

東京都町田食品衛生協会の代表 竜崎 常明 
学校法人榎本学園 

町田調理師専門学校 調理技術部 

町田集団給食研究会の代表 栗原 慶史 医療法人社団三友会 あけぼの病院 管理栄養士 

町田地域活動栄養士会の代表 村上 律子 町田地域活動栄養士会 会長 

町田市観光コンベンション協会 

の代表 
亀田 文生 町田市観光コンベンション協会 事務局長 

町田市公立小学校 

PTA 連絡協議会の代表 ※ 
大野 薫里 鶴川第一小学校 PTA 会長 

町田市立中学校 PTA 連合会 

の代表 ※ 
竹下 幸子 小中一貫ゆくのき学園保護者と教職員の会 会長 

※設置要綱では、「町田市立小・ 中学校の児童、又は生徒の保護者」にあたる区分。 
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５ 「まちだ健康づくり推進プラン 24-31」検討経過 

 

名称 開催日 主な議題 

町田市保健所運営協議会 

（２０22 年度 第 1 回） 

２０22 年 

6 月 30 日 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の策定

に関すること 諮問 

・町田市民の保健医療意識調査について 

・これまでの新型コロナウイルス感染症の対応について 

町田市保健所運営協議会 

（２０22 年度 第２回） 

２０22 年 

11 月 14 日 

・各課事業の 2021 年度実績報告及び 2022 年度事

業計画 

・まちだ健康づくり推進プラン（第５次町田市保健医療

計画）の進捗状況について 

・保健医療意識調査結果の速報 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の体系

図案 

町田市保健所運営協議会 

（２０22 年度 第 3 回） 

2023 年 

3 月 24 日 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の体系

と考え方 

・町田市民の保健医療意識調査結果の概要 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の目指

す姿と取り組みの方向性 

町田市保健所運営協議会 

（２０23 年度 第１回） 

２０23 年 

7 月２7 日 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の素案

について 

町田市保健所運営協議会 

（２０23 年度 第２回） 

2024 年 

2 月 6 日 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」に係る

パブリックコメントの結果について 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の原案

について 

市長への答申 
2024 年 

2 月 16 日 

・「（仮称）まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の策定

に関すること 答申 
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６ パブリックコメントの概要 

「まちだ健康づくり推進プラン 24-31」の策定にあたり、計画（素案）に対する市民の皆さんの

ご意見を募集しました。寄せられたご意見は、本計画の策定及び今後の事業実施にあたっての

参考としました。 

 

①  募集期間 

２０23 年１2 月 15 日（金曜日）から２024 年１月 15 日（月曜日） 

 

② 意見の募集方法 

○「広報まちだ１2 月１5 日号」に概要掲載 

○「町田市公式ホームページ」に内容掲載 

○下記窓口での資料配布 

保健総務課（市庁舎７階）、市政情報課（市庁舎１階）、広聴課（市庁舎１階）、保健所中町庁

舎、健康福祉会館、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、生涯学習センター、

各連絡所、各市民センター、各市立図書館、町田市民文学館 

 

③  お寄せいただいた意見の件数・内訳 

10 名の方から 17 件のご意見が寄せられました。 

 

○寄せられたご意見の内訳 

  

 

  

 

項目 件数 

計画統合について 1 件 

施策について  

 

 

 

目標 1-2 からだの健康を支えるまち 7 件 

目標 1-3 食で健康を支えるまち 3 件 

目標 2-1 安心できる地域医療があるまち 3 件 

目標 2-2 新興感染症や大規模災害に対応できるまち 1 件 

目標 2-3 安全で衛生的な生活環境が整っているまち 2 件 

合計 17 件 
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７ 関係法令（抜粋） 

（１） 健康増進法 第 8条 

  

（都道府県健康増進計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施

策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進

の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努めるも

のとする。 

３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必

要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一

部を補助することができる。 

 

 

（２） 食育基本法 第 18条 

 

（市町村食育推進計画） 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育

推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推

進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市

町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 

 

 

（３） 自殺対策基本法 第 13条第 2項 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内に

おける自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定め

るものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該

市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）

を定めるものとする。 
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（４） 地域保健法 第５条～第７条、第１１条 

 

第五条 保健所は、都道府県、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第

一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区

が、これを設置する。 

○２ 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福

祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第

二項第十二号に規定する区域及び介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百十八条第二項に規

定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。 

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 

一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 

二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 

三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 

四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 

五 医事及び薬事に関する事項 

六 保健師に関する事項 

七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

九 歯科保健に関する事項 

十 精神保健に関する事項 

十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に

関する事項 

十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 

十三 衛生上の試験及び検査に関する事項 

十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要がある

ときは、次に掲げる事業を行うことができる。 

一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。 

二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。 

三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。 

四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を

利用させること。 

第十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の

運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営

協議会を置くことができる。 
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